
フレイル予防におけるポピュレーションアプローチ

～通いの場等に関与する医療専門職が
留意すべき視点について～

京都府健康福祉部高齢者支援課

令和５年度
介護予防従事者スキルアップ研修



本日のお話

３．感染症や健康二次障害に配慮した支援

２．高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進に向けて

１．はじめに



1.はじめに

R2年度から職能団体と連携した人材育成研修（介護予防従事者スキルアップ研修）を実施

→・R2年度 行政説明と医療専門職（医師、歯科医師、歯科衛生士、菅理栄養士）による講話

・R3年度 同上 ※通いの場で使用可能な啓発媒体を用いて作成

・R4年度 同上 ※通いの場での実践場面を取り入れて作成

Ｒ４年度介護予防従事者スキルアップ研修は京都地域包括ケア推進機構HPに掲載

・R5年度 ・基礎的内容は京都地域包括ケア推進機構に掲載の昨年度研修を視聴ください

・通いの場での実践で参考いただきたい内容を掲載



2.高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進に向けて
～通いの場等への積極的な関与（ポピュレーションアプローチ）～

人生１００年時代においては、健康寿命を延伸させる取り組みが

より重要

①高齢者が参加しやすい通いの場を充実させる（箇所数や参加者の増加）

京都府の通いの場の現状（R4.3月末時点）

②通いの場で積極的にフレイル予防を啓発する（内容を充実、くり返し何度も）

・参加者が継続実施できる方法を、通いの場の運営者やリーダーと検討

・元気高齢者を巻き込んだ取り組み（サポーターの養成や活用）

・通いの場を活用した健康教育の推進（栄養指導・口腔機能向上）

箇所数 参加者数 参加率

1,267個所 18,610人 2.5%（全国平均5.5%）



③他事業との連動や市町村等との連携を意識する

・リスクのある参加者に必要なサービスを紹介したり、行政の担当

職員と支援方法を検討

→例 ・疾病予防や重症化予防のためのハイリスクアプローチ

・生活機能の改善のための短期集中リハ

（短期集中リハは地域支援事業の総合事業の一つ（サービスC））

・多職種で支援方法を検討する地域ケア会議の活用

など



3.感染症や健康二次障害に配慮した支援

・現在、新型コロナ感染症は季節性インフルエンザと同様の「5類感染症」へ

感染症法に基づく一律の対応→個人・事業所の判断や対応に変更
※参考：新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後の対応について｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

・高齢者は感染すると重症化リスクが高いため、引き続き注意が必要

・でも、恐いのは感染症だけじゃない！

外出控え、人との関りの低下、食生活の乱れからくるフレイル状態の悪化、

筋力低下による転倒や骨折、認知機能の低下などの健康二次障害を防ぐ

・基本的な対策（体調確認、三密回避、換気、適切なマスク着用など）と

地域の感染状況の確認（京都府感染症情報センターＨＰの活用）

・判断に迷う場合などは、市町村の保健師や感染症の専門家に相談を

https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html


※検索サイトや京都府HPで「京都府感染症情報センター」と入力し、検索





ご清聴ありがとうございました


